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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第14期
第１四半期
累計(会計)期間

第15期
第１四半期
累計(会計)期間

第14期

           会計期間  

自平成21年
４月１日
至平成21年
６月30日

自平成22年
４月１日
至平成22年
６月30日

自平成21年
４月１日
至平成22年
３月31日

売上高 （千円） 7,289 10,361 117,820

経常損失 （千円） 157,116 145,089 492,341

四半期（当期）純損失 （千円） 157,721 145,694 494,790

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 2,667,5892,741,7162,691,719

発行済株式総数 （株） 127,079 133,398 128,579

純資産額 （千円） 1,300,521968,7751,014,475

総資産額 （千円） 1,351,5931,071,2981,135,357

１株当たり純資産額 （円） 10,233.967,241.577,868.40

１株当たり四半期（当期）純損失金額 （円） 1,241.131,122.023,874.60

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額 （円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － －

自己資本比率 （％） 96.2 90.2 89.1

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △121,888△192,510△451,997

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △1,854 △550 △8,065

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） － 99,924 97,370

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 （千円） 1,245,259913,1741,006,310

従業員数 （名） 27 29 27

　（注）１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。また、持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記

載しておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額につき、第14期、第14期第１四半期累計（会計）期間及

び第15期第１四半期累計（会計）期間は、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期（当期）純損失を

計上しているため記載しておりません。

４　第14期は、Debiopharm S.A.及び複数の製薬企業からの製剤収入等により117,820千円の売上高を計上しまし

たが、研究開発を推進し、研究開発費219,234千円を計上したこと等により、492,341千円の経常損失を計上し

ました。   

５　第14期第１四半期累計（会計）期間は提携先に対する評価研究用ミセルの供給に基づく売上収入等により

7,289千円の売上高を計上しましたが、研究開発経費を極力節減しつつ推進したことにより157,116千円の経

常損失を計上しました。

６　第15期第１四半期累計（会計）期間は提携先に対する新規開発パイプラインの評価研究用ミセルの供給に基

づく売上収入等により10,361千円の売上高を計上しましたが、研究開発を推進したことにより145,089千円

の経常損失を計上しました。
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２【事業の内容】

　当第１四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

 

３【関係会社の状況】

　該当事項はありません。

 

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成22年６月30日現在

従業員数（名） 29 （5）

　（注）　従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマーを含む）は、当第１四半期会計期間の平均人員を

（　）外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当社は研究開発を主体としており、生産実績を定義することが困難であるため、生産実績の記載はしておりませ

ん。

(2）受注実績

　当社は受注生産を行っておりませんので、受注実績の記載はしておりません。

(3）販売実績

　当第１四半期会計期間における販売実績を示すと、次のとおりであります。

販売高（千円） 　前年同四半期比（％）

10,361 142.1

（注）１．前第１四半期会計期間及び当第１四半期会計期間の主要な輸出先及び輸出販売高及び割合は、次の通りであり

ます。

なお、（　）内は総販売実績に対する輸出販売高の割合であります。

 輸出先

 

前第１四半期会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）　

当第１四半期会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）　

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％）

ヨーロッパ 5,668 100.0 6,491 100.0

 合計
 5,668

（77.8％） 
 100.0

 6,491

（62.6％） 
 100.0

２．前第１四半期会計期間及び当第１四半期会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績

に対する割合

相手先

前第１四半期会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％）

Ａ社 2,000 27.4 6,491 62.6

Ｂ社 － － 2,200 21.2

Ｃ社 － － 1,500 14.5

Ｄ社 3,668 50.3 － －

Ｅ社 952 13.1 － －

　 ３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

４．販売先各社との間には秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。　

５．当第１四半期会計期間及び前第１四半期会計期間における各社に対する販売高は評価研究用ミセルの供給及

び製剤供給に基づく売上収入であります。
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２【事業等のリスク】

　当第１四半期会計期間において、新たに発生したリスクはありません。 

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。　

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、新たに締結または決定した重要な契約はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）業績の状況　

　当第１四半期会計期間おいて、当社は、ライセンス活動を中心に、新規開発パイプラインの開発を推進いたしまし

た。また、このための資金調達等にも取り組んでまいりました。 

事業面においては、当社の主要パイプラインであるシスプラチン誘導体ミセル（ナノプラチン®（NC-6004））

は、ライセンス先かつ共同開発会社であるOrient Europharma Co., Ltd.とともに臨床第Ⅰ相／第Ⅱ相試験を実施し

ております。また、ダハプラチン誘導体ミセル（NC-4016）につきましては、ライセンス先のDebiopharm S.A.が、欧州

にて臨床第Ⅰ相試験を実施中であり、本年中には終了予定です。パクリタキセルミセル（NK105）につきましては、ラ

イセンス先の日本化薬株式会社によって臨床第Ⅱ相試験を終了し、データ解析中であります。

また、ミセル化ナノ粒子技術の応用の一環として、化粧品「エクラフチュール-Ｗ」美容液を開発し、平成22年10月

の発売を予定しております。

資金調達に関しましては、株式会社メディネットと共同研究中のミセル化製剤と免疫細胞治療との組み合わせに

よる新たながん治療技術の開発並びに抗体結合ミセルを用いたがん治療技術の開発推進等を目的として、平成22年

６月７日付で同社に対し、第三者割当による新株式を発行し、99,924千円を調達いたしました。 

当第１四半期会計期間の売上高は、提携先（社名非公表）に対する新規開発パイプラインの評価研究用ミセルの

供給に基づく売上収入等により10,361千円（前第１四半期会計期間比142.1%）、研究開発経費を極力節減しつつ推

進したことにより営業損失は145,408千円（前第１四半期営業損失158,071千円）、経常損失は145,089千円（前第１

四半期経常損失157,116千円）、四半期純損失は145,694千円（前第１四半期四半期純損失157,721千円）となりまし

た。

　財政状態につきましては、当第１四半期会計期間末における資産は、前事業年度末に比べ64,059千円減少し、

1,071,298千円となりました。これは主に有価証券の減少によるものです。負債につきましては、前事業年度末に比べ

18,359千円減少し、102,522千円となりました。これは主に買掛金及び未払法人税等の減少によるものです。純資産合

計については、前事業年度末に比べ45,700千円減少し、968,775千円となりました。これは、四半期純損失の計上によ

る利益剰余金の減少が、第三者割当増資の実施による資本金及び資本剰余金の増加を上回ったことによるものです。

 

（2）キャッシュ・フローの状況

  当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ93,136千

円減少（前第１四半期会計期間は123,742千円減少）し、913,174千円となりました。当第１四半期会計期間のキャッ

シュ・フローの概況は以下の通りです。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、研究開発の推進に伴う研究開発費の支出等による税引前四半期純損失

145,089千円等の資金減少要因が、売上債権の減少額4,334千円等の資金増加要因を上回り、192,510千円の支出（前

第１四半期会計期間は121,888千円の支出）となりました。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、研究用機器の購入に伴う有形固定資産の取得による支出550千円を計上し

たことにより、550千円の支出（前第１四半期会計期間は1,854千円の支出）となりました。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、当第１四半期会計期間に行った第三者割当による新株式発行に伴い、株式

発行による収入99,924千円を計上したことにより、99,924千円の収入となりました。（前第１四半期会計期間は財務

活動を行っておりません）。

 

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

  当第１四半期会計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。

  また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はありません。　

 

（4）研究開発活動

  当第１四半期会計期間における研究開発費の総額は57,077千円であり、売上高比率の550.9％を占めております。

  なお、当第１四半期会計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあり

ません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 491,852

計 491,852

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現在
発行数（株）
（平成22年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年７月30日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 133,398 133,398
東京証券取引所

（マザーズ）

当社は単元株制度は

採用しておりません。

計 133,398 133,398 － －

（注）提出日現在の発行数には、平成22年７月１日から本四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された

株式数は含まれておりません。

　

（２）【新株予約権等の状況】

①　旧商法第280条ノ19及び新事業創出促進法第11条の５第２項の規定に基づく新株引受権

（平成14年１月17日臨時株主総会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

新株予約権の数（個） －

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 4,280

新株予約権の行使時の払込金額（円） 50,000

新株予約権の行使期間
平成16年２月１日から

平成23年11月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　50,000

資本組入額　　　　　25,000

新株予約権の行使の条件
被付与者が取締役、監査役、従業員又は認定支援者の地位を

失った場合は原則として権利行使不能

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び担保権の設定の禁止

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．上記のほか、細目については臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役、従業員

又は認定支援者との間で締結する「新株引受権割当契約書」に定めております。

２．発行価格は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されます。

調整後発行価格＝調整前発行価格×
１

分割・併合の比率
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②　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権

（平成15年１月21日取締役会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

新株予約権の数（個） 19

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 190

新株予約権の行使時の払込金額（円） 50,000

新株予約権の行使期間
平成16年10月26日から

平成24年10月25日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　50,000

資本組入額　　　　　25,000

新株予約権の行使の条件
被付与者が取締役、監査役、従業員又は社外協力者の地位を

失った場合は原則として権利行使不能

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び担保権の設定の禁止

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役、従業員又は社外協力者との間

で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。

２．発行価格は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されます。

調整後発行価格＝調整前発行価格×
１

分割・併合の比率

（平成15年８月１日取締役会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

新株予約権の数（個） 25

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 250

新株予約権の行使時の払込金額（円） 50,000

新株予約権の行使期間
平成16年10月26日から

平成24年10月25日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　50,000

資本組入額　　　　　25,000

新株予約権の行使の条件
被付与者が取締役、監査役、従業員又は社外協力者の地位を

失った場合は原則として権利行使不能

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び担保権の設定の禁止

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役、従業員又は社外協力者との間

で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。

２．発行価格は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されます。

調整後発行価格＝調整前発行価格×
１

分割・併合の比率
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ナノキャリア株式会社(E05728)
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（平成15年10月６日取締役会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

新株予約権の数（個） 5

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 50

新株予約権の行使時の払込金額（円） 50,000

新株予約権の行使期間
平成16年10月26日から

平成24年10月25日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　50,000

資本組入額　　　　　25,000

新株予約権の行使の条件
被付与者が取締役、監査役、従業員又は社外協力者の地位を

失った場合は原則として権利行使不能

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び担保権の設定の禁止

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役、従業員又は社外協力者との間

で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。

２．発行価格は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されます。

調整後発行価格＝調整前発行価格×
１

分割・併合の比率

（平成16年２月12日取締役会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

新株予約権の数（個） 30

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 300

新株予約権の行使時の払込金額（円） 42,500.9

新株予約権の行使期間
平成18年１月15日から

平成26年１月14日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　42,500.9

資本組入額　　　　21,250.5

新株予約権の行使の条件
被付与者が取締役、監査役、従業員又は社外協力者の地位を

失った場合は原則として権利行使不能

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び担保権の設定の禁止

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役、従業員又は社外協力者との間

で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。

２．発行価格は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されます。

調整後発行価格＝調整前発行価格×
１

分割・併合の比率

EDINET提出書類

ナノキャリア株式会社(E05728)

四半期報告書

10/30



（平成16年５月28日取締役会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

新株予約権の数（個） 134

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,340

新株予約権の行使時の払込金額（円） 42,500.9

新株予約権の行使期間
平成18年１月15日から

平成26年１月14日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　42,500.9

資本組入額　　　　21,250.5

新株予約権の行使の条件
被付与者が取締役、監査役、従業員又は社外協力者の地位を

失った場合は原則として権利行使不能

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び担保権の設定の禁止

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役、従業員又は社外協力者との間

で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。

２．発行価格は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されます。

調整後発行価格＝調整前発行価格×
１

分割・併合の比率

（平成16年７月26日取締役会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

新株予約権の数（個） 665

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 6,650

新株予約権の行使時の払込金額（円） 42,500.9

新株予約権の行使期間
平成18年１月15日から

平成26年１月14日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　42,500.9

資本組入額　　　　21,250.5

新株予約権の行使の条件
被付与者が取締役、監査役、従業員又は社外協力者の地位を

失った場合は原則として権利行使不能

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び担保権の設定の禁止

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役、従業員又は社外協力者との間

で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。

２．発行価格は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されます。

調整後発行価格＝調整前発行価格×
１

分割・併合の比率
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（平成16年12月13日取締役会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

新株予約権の数（個） 100

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 42,500.9

新株予約権の行使期間
平成18年１月15日から

平成26年１月14日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　42,500.9

資本組入額　　　　21,250.5

新株予約権の行使の条件
被付与者が取締役、監査役、従業員又は社外協力者の地位を

失った場合は原則として権利行使不能

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び担保権の設定の禁止

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役、従業員又は社外協力者との間

で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。

２．発行価格は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されます。

調整後発行価格＝調整前発行価格×
１

分割・併合の比率

（平成17年７月19日取締役会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

新株予約権の数（個） 75

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 750

新株予約権の行使時の払込金額（円） 42,500.9

新株予約権の行使期間
平成19年６月28日から

平成27年６月27日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　42,500.9

資本組入額　　　　21,250.5

新株予約権の行使の条件
被付与者が取締役、監査役、従業員又は社外協力者の地位を

失った場合は原則として権利行使不能

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び担保権の設定の禁止

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役、従業員又は社外協力者との間

で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。

２．発行価格は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されます。

調整後発行価格＝調整前発行価格×
１

分割・併合の比率
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（平成17年９月20日取締役会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

新株予約権の数（個） 50

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 500

新株予約権の行使時の払込金額（円） 42,500.9

新株予約権の行使期間
平成19年６月28日から

平成27年６月27日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　42,500.9

資本組入額　　　　21,250.5

新株予約権の行使の条件
被付与者が取締役、監査役、従業員又は社外協力者の地位を

失った場合は原則として権利行使不能

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び担保権の設定の禁止

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役、従業員又は社外協力者との間

で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。

２．発行価格は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されます。

調整後発行価格＝調整前発行価格×
１

分割・併合の比率

（平成17年10月17日取締役会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

新株予約権の数（個） 55

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 550

新株予約権の行使時の払込金額（円） 42,500.9

新株予約権の行使期間
平成19年６月28日から

平成27年６月27日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　42,500.9

資本組入額　　　　21,250.5

新株予約権の行使の条件
被付与者が取締役、監査役、従業員又は社外協力者の地位を

失った場合は原則として権利行使不能

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び担保権の設定の禁止

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役、従業員又は社外協力者との間

で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。

２．発行価格は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されます。

調整後発行価格＝調整前発行価格×
１

分割・併合の比率
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（平成18年２月20日取締役会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

新株予約権の数（個） 5

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 50

新株予約権の行使時の払込金額（円） 65,654

新株予約権の行使期間
平成19年６月28日から

平成27年６月27日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　 　　 　65,654

資本組入額　　　　32,827

新株予約権の行使の条件
被付与者が取締役、監査役、従業員又は社外協力者の地位を

失った場合は原則として権利行使不能

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び担保権の設定の禁止

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役、従業員又は社外協力者との間

で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。

２．発行価格は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されます。

調整後発行価格＝調整前発行価格×
１

分割・併合の比率

（平成18年２月20日取締役会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

新株予約権の数（個） 15

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 150

新株予約権の行使時の払込金額（円） 65,654

新株予約権の行使期間
平成20年２月１日から

平成28年１月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　 　　 　65,654

資本組入額　　　　32,827

新株予約権の行使の条件
被付与者が取締役、監査役、従業員又は社外協力者の地位を

失った場合は原則として権利行使不能

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び担保権の設定の禁止

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役、従業員又は社外協力者との間

で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。

２．発行価格は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されます。

調整後発行価格＝調整前発行価格×
１

分割・併合の比率
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（平成18年６月19日取締役会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

新株予約権の数（個） 10

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 100

新株予約権の行使時の払込金額（円） 65,654

新株予約権の行使期間
平成20年２月１日から

平成28年１月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　 　　 　65,654

資本組入額　　　　32,827

新株予約権の行使の条件
被付与者が取締役、監査役、従業員又は社外協力者の地位を

失った場合は原則として権利行使不能

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び担保権の設定の禁止

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役、従業員又は社外協力者との間

で締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。

２．発行価格は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されます。

調整後発行価格＝調整前発行価格×
１

分割・併合の比率

③　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権

（平成19年５月14日取締役会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

新株予約権の数（個） 180

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 180

新株予約権の行使時の払込金額（円） 43,377

新株予約権の行使期間
平成21年３月10日から

平成29年３月９日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　43,377

資本組入額　　　　　21,689

新株予約権の行使の条件
被付与者が監査役、従業員又は社外協力者の地位を失った

場合は原則として権利行使不能

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び担保権の設定の禁止

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．上記のほか、細目については取締役会決議に基づき、当社と対象監査役、従業員又は社外協力者との間で締結

する「新株予約権割当契約書」に定めております。

２．発行価格は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されます。

調整後発行価格＝調整前発行価格×
１

分割・併合の比率

EDINET提出書類

ナノキャリア株式会社(E05728)

四半期報告書

15/30



（平成21年９月29日取締役会決議）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

新株予約権の数（個） 28,500

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 28,500

新株予約権の行使時の払込金額（円） 31,288

新株予約権の行使期間
平成21年10月15日から

平成23年10月14日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　行使価額及び本新株予約権の払込価額（1個当

たり97円）の合計額

資本組入額　発行価格の２分の１の金額

新株予約権の行使の条件 －

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡は取締役会の承認を要す

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．発行価格は、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されます。 

調整後発行価格＝調整前発行価格×
１

分割・併合の比率

２．本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であり、各行使日において、行使価額は各行使日前日の当社

普通株式の普通取引に係る売買高加重平均価格（VWAP）の92％に相当する価額に修正されます。

ただし、以下のとおり上限行使価額及び下限行使価額を設定しており、この範囲内で修正が行われます。

　上限行使価額　46,932円　

　下限行使価額　31,288円

３．当社は、本新株予約権の保有者Japan Equity Value LTD.（割当先）との間で以下の内容につき合意してお

ります。

・当社は、当社普通株式の普通取引に係るVWAPが２連続取引日において当初行使価額の115%以上になった場

合、当該事由の発生した当日において割当先に対し本新株予約権の行使を通知して要請することができる。

・当社からかかる通知があった場合には、割当先はかかる通知の翌取引日に本新株予約権を行使するものとす

る。

・行使価額は、かかる通知の翌取引日前日における当社普通株式の普通取引に係るVWAPの92％に相当する金額

とする。

・行使すべき数量は、かかる通知の翌取引日に先立つ５取引日の平均取引高の10％以上に相当する数量とす

る。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

　平成22年６月７日 4,819 133,398 49,9972,741,71649,9972,722,929

　（注）有償第三者割当

発行価格　　　20,750円

資本組入額　　10,375円

割当先　　　　株式会社メディネット

　

（６）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。

　

（参考）

　株主名簿の記載内容は確認できておりませんが、当社は、平成22年６月７日付で第三者割当増資を行ってお

り、その結果、以下のとおり大株主の異動がありました。

　氏名又は名称 住所　

割当前の所有

株式数

（株）　

割当前の発行

済株式総数に

対する所有株

式数割合

（％）

割当後の所有

株式数

（株）　

割当後の発行

済株式総数に

対する所有株

式数割合

（％）

株式会社 メディネット
神奈川県横浜市港北区

新横浜二丁目５番14号
－ 　－ 4,819 3.61
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成22年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

①【発行済株式】

 平成22年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 128,579 128,579 （注）１

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 128,579 － －

総株主の議決権 － 128,579 －

（注）１．権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

２．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が46株含まれております。また、「議決

権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数46個が含まれております。

　

②【自己株式等】

 平成22年６月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
４月

５月 ６月

最高（円） 27,80027,23027,100

最低（円） 24,02020,00021,070

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズ市場におけるものであります。

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び前第１四半期累計期間（平成21

年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第１四半期会計期間（平成

22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日ま

で）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期会計期間（平成21年４月１日から平成21

年６月30日まで）及び前第１四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期財務諸

表についてはあずさ監査法人による四半期レビューを受け、また、当第１四半期会計期間（平成22年４月１日から平

成22年６月30日まで）及び当第１四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半期財

務諸表については、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

　なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任 あずさ監査法人となっ

ております。

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 658,322 651,526

売掛金 1,575 5,909

有価証券 254,851 354,783

仕掛品 33,420 9,873

原材料及び貯蔵品 14,622 12,195

その他 42,931 31,421

流動資産合計 1,005,723 1,065,710

固定資産

有形固定資産 ※
 22,108

※
 23,899

無形固定資産 32,710 34,716

投資その他の資産 10,756 11,031

固定資産合計 65,575 69,647

資産合計 1,071,298 1,135,357

負債の部

流動負債

買掛金 7,264 11,032

未払法人税等 3,401 7,966

その他 91,857 101,883

流動負債合計 102,522 120,881

負債合計 102,522 120,881

純資産の部

株主資本

資本金 2,741,716 2,691,719

資本剰余金 2,722,929 2,672,932

利益剰余金 △4,498,635 △4,352,940

株主資本合計 966,010 1,011,711

新株予約権 2,764 2,764

純資産合計 968,775 1,014,475

負債純資産合計 1,071,298 1,135,357
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

売上高 7,289 10,361

売上原価 14,166 13,270

売上総損失（△） △6,876 △2,909

販売費及び一般管理費 ※
 151,195

※
 142,499

営業損失（△） △158,071 △145,408

営業外収益

受取利息 1,080 403

その他 56 48

営業外収益合計 1,137 451

営業外費用

為替差損 181 63

株式交付費 － 70

営業外費用合計 181 133

経常損失（△） △157,116 △145,089

税引前四半期純損失（△） △157,116 △145,089

法人税、住民税及び事業税 605 605

法人税等合計 605 605

四半期純損失（△） △157,721 △145,694
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △157,116 △145,089

減価償却費 3,980 4,071

受取利息及び受取配当金 △1,080 △403

売上債権の増減額（△は増加） 39,500 4,334

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,663 △25,973

未収消費税等の増減額（△は増加） 9,708 △3,395

前払費用の増減額（△は増加） △42 △7,874

買掛金の増減額（△は減少） △5,593 △3,768

未払金の増減額（△は減少） △5,835 △6,446

未払費用の増減額（△は減少） △4,395 △5,357

預り金の増減額（△は減少） 1,692 2,327

その他 △3,031 △2,918

小計 △120,549 △190,494

利息及び配当金の受取額 1,080 403

法人税等の支払額 △2,420 △2,420

営業活動によるキャッシュ・フロー △121,888 △192,510

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,254 △550

無形固定資産の取得による支出 △600 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,854 △550

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 － 99,924

財務活動によるキャッシュ・フロー － 99,924

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △123,742 △93,136

現金及び現金同等物の期首残高 1,369,002 1,006,310

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,245,259

※
 913,174
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　当第１四半期会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

　
当第１四半期会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

会計処理基準に関する事

項の変更

　当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平

成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第21号 平成20年３月31日）を適用しております。これに伴う損益に与える影響はあり

ません。

　

【簡便な会計処理】

　
　
　

当第１四半期会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

たな卸資産の評価方法

　

当第１四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前事業年度

末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　当第１四半期会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

　　　該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

ナノキャリア株式会社(E05728)

四半期報告書

23/30



【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成22年６月30日）

前事業年度末
（平成22年３月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額は、266,009千円であり

ます。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額

161,562千円が含まれております。 

※　有形固定資産の減価償却累計額は、264,219千円であり

ます。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額

161,562千円が含まれております。

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。　　　　

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。　　　　

給与手当・報酬 33,291千円

研究開発費 62,026千円

顧問料 13,202千円

給与手当・報酬 30,598千円

研究開発費 57,077千円

顧問料 14,126千円

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおり

であります。

　（平成21年６月30日現在）

現金及び預金 790,884千円

有価証券（ＭＭＦ）勘定 454,375千円

現金及び現金同等物 1,245,259千円

 

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおり

であります。

　（平成22年６月30日現在）

現金及び預金 658,322千円

有価証券（ＭＭＦ）勘定 254,851千円

現金及び現金同等物 913,174千円
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（株主資本等関係）

当第１四半期会計期間末（平成22年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年６

月30日）

　

１．発行済株式の種類及び総数 

株式の種類 当第１四半期会計期間末

　普通株式（株） 133,398

 

２．自己株式の種類及び株式数

　該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項　

新株予約権の名称 目的となる株式の種類 目的となる株式の数（株）
当第１四半期会計期間末残高

（千円）
　

第６回新株予約権 普通株式 28,500 2,764

合計 ― 28,500 2,764

 

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。

　

５．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、平成22年６月７日付で、株式会社メディネットから第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、

当第１四半期会計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ、49,997千円増加し、当第１四半期会計期間

末において資本金が2,741,716千円、資本準備金が2,722,929千円となっております。

　

（金融商品関係）

　当第１四半期会計期間末（平成22年６月30日）

　有価証券が、会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前事業年度の末日に比べて著しい変動が

認められます。

　科目
四半期貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円）　 差額（千円)　

有価証券　                 254,851                254,851 －

(注）金融商品の時価の算定方法

・有価証券

これはＭＭＦであり、取引金融機関から提示された価格によっております。

 

（デリバティブ取引関係）

　当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
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（持分法損益等）

前第１四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

　　　　関連会社がないため、該当事項はありません。

当第１四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

　　　　関連会社がないため、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

前第１四半期会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

　　　　１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

　該当事項はありません。

２．付与したストック・オプションの内容

　　　　　　該当事項はありません。　

 

当第１四半期会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

　　　　１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

　該当事項はありません。

２．付与したストック・オプションの内容

　　　　　　該当事項はありません。

　

（資産除去債務関係）

当第１四半期会計期間末（平成22年６月30日）

　当社は、本社・研究所及び東京オフィスの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を有

しておりますが、当該債務に関連する賃貸資産の使用期間が明確でなく、将来移転する予定もないことから、資産

除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりませ

ん。　

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社の事業は、医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、記載

は省略しております。

　

（追加情報）

　当第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21 

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 

平成20年３月21日）を適用しております。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末
（平成22年６月30日）

前事業年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 7,241.57円 １株当たり純資産額 7,868.40円

２．１株当たり四半期純損失金額

前第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額 1,241.13円

　 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの四半期純損失を計上して

いるため記載しておりません。

１株当たり四半期純損失金額 1,122.02円

　 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

を計上しているため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額         

四半期純損失（千円） 157,721 145,694

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失（千円） 157,721 145,694

期中平均株式数（株） 127,079 129,850

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要

　　　　　 　　　　　－ 　　　　　 　　　　　－

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

　

（リース取引関係）

　前事業年度末に比べて著しい変動はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年７月30日

ナノキャリア株式会社

取締役会　御中

あずさ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 市川　一郎　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 大野　秀則　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているナノキャリア株式会

社の平成21年４月１日から平成22年3月31日までの第14期事業年度の第１四半期会計期間（平成21年４月１日から平成21

年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すな

わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この

四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明する

ことにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、ナノキャリア株式会社の平成21年６月30日現在の財政状態、同日をもって終了する

第１四半期累計期間の経営成績並びに第１四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさ

せる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期財務諸表の範囲には、ＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年７月30日

ナノキャリア株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 市川　一郎　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大野　秀則　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているナノキャリア株式会

社の平成22年４月１日から平成23年3月31日までの第15期事業年度の第１四半期会計期間（平成22年４月１日から平成22

年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すな

わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この

四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明する

ことにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、ナノキャリア株式会社の平成22年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期財務諸表の範囲には、ＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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